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(院内感染防止対策委員会) 

 

金沢大学附属病院における院内感染対策の指針 

 

 

１．院内感染対策に対する基本的な考え方 

院内感染の発生を未然に防止し、発症した感染症を早期に制圧することを基本と

する。特にアウトブレイクが発生した場合は、厳重かつ迅速に対応する。感染予防と感

染症の制圧のために、感染制御部および感染制御チーム（ICT）が、病棟巡視、現場

への介入、サ－ベイランス、教育などを行う。病院長は、感染対策の効果的遂行に責

任を持つ。 

 

２．院内感染対策のための委員会に関する基本的事項 

病院長を委員長とする院内感染防止対策委員会を設ける。委員会では、感染制御

部から感染症の動向および感染対策上の問題点についての報告を受け、助言と支援

を行うとともに、具体的な感染対策を決定する。委員会は毎月 1 回定期的に開催する

が、必要に応じて臨時の委員会を開催する。 

 

３．従業者に対する院内感染対策のための研修に関する基本方針 

院内で働くすべての人が、標準予防策や手指衛生などの重要性を認識し、感染対

策が実践できるように指導する。感染対策に関する研修ないし講習を４月の新規採用

時とその後年２回以上行う。年度途中採用職員に対しては、採用時のオリエンテ－シ

ョンの中で研修を受ける。基本的な感染対策手技をいつでも習得できる環境を整える。

必要な場合は、臨時の研修を実施する。なお、研修の開催結果や参加状況について

記録を残すこととする。 

 

４．感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

１）感染対策上重要な菌種（MRSA、多剤耐性緑膿菌、結核菌など）の検出状況は、感

染管理支援システム（ICTWeb）でいつでも閲覧できるようにする。 

２）感染症の発生状況を病棟毎に作成し、月２回程度感染制御部メンバー、感染制御

担当者（ICM）、各診療科および各看護師長にメ－ルで配信する。また、月２回開

催される ICT 会議で発生状況について協議し、その結果を毎月１回定期的に開

催される院内感染防止対策委員会に報告する。 

３）感染対策に必要な情報を「感染対策ニュ－ス」として配布するとともに、ICTWeb と

病院業務支援ホームページからいつでも閲覧できるようにする。 

 



５．院内感染発生時の対応に関する基本方針 

１）院内感染発生時には、感染制御部で経過をモニターし、感染対策および感染症の

治療について助言を行う。アウトブレイク発生時には、迅速に原因究明と感染拡大

の防止に取り組む。 

２）病原菌の同定と報告を迅速に行い、感染症の早期治療と感染伝播の防止に努め

る。 

３）届出義務がある原因微生物が分離された場合には、検査担当者は直ちに上司に

報告するとともに主治医、感染制御部、当該病棟師長に連絡する。感染拡大の防

止のため、感染制御部メンバーは当該現場職員に適切な指示と指導を行う。必要

に応じて臨時の院内感染防止対策委員会を召集し、感染対策を協議する。 

４）針刺し事故などの職業感染が発生した場合には、速やかに局所処置の後、感染制

御部と総務課労務係に報告する。感染制御部は再発防止策を講じ、職員に周知

する。 

 

６．患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

当該指針を、掲示板に掲示するとともに、ホームページおよび「感染対策マニュア

ル」に掲載し、いつでも閲覧できるようにする。 

 

７．抗菌薬の適正使用に関する基本方針 

 １）微生物検査の結果を基に、抗菌薬の適正使用を推進する。 

 ２）抗 MRSA 薬及びカルバペネム系抗菌薬の投与症例を把握し、適宜投与法の適正 

化を図る。 

 

８．院内感染対策の推進のために必要なその他の基本方針 

１）なお、院内感染対策の指針は２年に１回程度見直し、更新を行う。 

２）マニュアルを定期的に見直し、周知徹底をはかる。 

３）ワクチン接種などにより職員への感染を防止する。 

４）地域の医療機関と連携し、地域の感染対策の啓発と感染対策情報の収  

集に取り組む。  

５）エビデンスの確立された最も費用対効果のある感染対策の実践に心がける。 

 


